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『山のトイレ事情と携帯トイレの使い方』
本日のお話の内容

１．「自然保護」について

 (1)「狭義」と「広義」の「自然保護」

(2)自然保護の仕組み（法律と条約）

(3)自然保護憲章

２．「山のトイレ事情」について

 (1)山のトイレ・環境を考える福岡協議会

(2)福岡の「３山（英彦山、福智山、宝満山）」での取り組み

(3)久住別れのトイレについて

(4)「高千穂の峰の取組み」と「携帯トイレの使い方」

(5)北海道の取り組み －お手本としてー

３．まとめ

・「まとめ」と「お願い（お知らせ）」



１．「自然保護について」

「英彦山山頂付近のゴミ収集」

主催：日本山岳会北九州支部
収集物
・一升瓶
・空き缶
・紙屑
・バオイトイレ清掃
・バイオトイレのおが屑降ろし

・その他



１．自然保護について

・狭義には、特定の生物の「種」あるいは「群集」の保護をいう。
しかし、自然界ではその構成要素である生物群集同士や無機
的環境との間に、一定の構造や動的関係が保たれており，全
体として、生態系を形成している。
・広義の自然保護は，単なる自然の放置や特定の動植物を保
護することのみをさすのでなく，人間を含めた生態系の調和を
保全，保護することにあると考えられている。

【ブリタニカ百科事典】

【自然保護】

人間による破壊や汚染から自然環境を保全し、また、回復させること。
生物・鉱物や景観も含めて、自然本来の姿が保たれるように保護す
ること。【デジタル大辞泉】

(1) 「狭義の自然保護」と「広義の自然保護」



１．自然保護について

①文化財保護法

第二条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

（「一」から「三」号は略）

四 貝づか、（略）我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、（略）山岳その他
の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及
び渡来地を含む。）、植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（略）で我が国にとつて学術上価値の
高いもの（以下「記念物」という。）

福岡県の樹木では

ａ 天然記念物････････記念物のうち重要なもの

太宰府神杜のクス、英彦山の鬼スギ、久喜宮のキンメイチク、黒木のフジ

犬ケ岳ツクシシヤクナゲ自生地、高良山のモウソウキンメイチクなど

ｂ 特別天然記念物･･･天然記念物のうち特に重要なもの

「立花山のクスノキの原始林」、「古処山のツゲの原始林」

（２）自然保護の仕組み（法律）



１．自然保護について

②ワシントン条約

・「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する国際条約」

・消費国と原産国が協力して、消費国の取引を規制することにより、原産国の種を保護

・動植物の野生種を、希少性に応じて3ランクに分類、これらを附属書I、IIおよびIIIに分けて記載

・１９７３年 アメリカのワシントンにて採択

・現在、１７６カ国が加盟

・付属書Ⅰでは

ジャコウジカ、レッサーパンダ、オオカミ、ジャガー、ヒョウ、ライオン、トラ、ユキヒョウ、ラッコ

カワウソ、アザラシ、ジャイアントパンダ、クジラ、スナメリ、ワラビー、カンガルー、サボテン

ラン、メキシカンマホガニー（家具や楽器に利用）など多数

・日本では

条約そのものには罰則規定がないため、各加盟国が独自に条約運用のための法整備を

行っている。

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 ⇒ （略して）「種の保存法」

（２）自然保護の仕組み（条約）



１．自然保護について
（３）自然保護憲章

自然は、人間をはじめとして生きとし生けるものの母胎であり、厳粛で微妙な法則を有しつつ調和を保つものである。
人間は、日光、大気、水、大地、動植物などとともに自然を構成し、自然から恩恵とともに試練をも受け、それらを生かすことに

よって、文明を築きあげてきた。
しかるに、われわれは、いつの日からか、文明の向上を追うあまり、自然のとうとさを忘れ、自然のしくみの微妙さを軽んじ、自

然は無尽蔵であるという錯覚から資源を浪費し、自然の調和をそこなってきた。
この傾向は近年とくに著しく、大気の汚染、水の汚濁、みどりの消滅など、自然界における生物生存の諸条件は、いたるところで

均衡が破られ、自然環境は急速に悪化するにいたった。
この状態がすみやかに改善されなければ、人間の精神は奥深いところまでむしばまれ、生命の存続さえ危ぶまれるにいたり、われ

われの未来は重大な危機に直面するおそれがある。しかも、自然はひとたび破壊されると、復元には長い年月がかかり、あるいは全
く復元できない場合さえある。
今こそ、自然の厳粛さに目覚め、自然を征服するとか、自然は人間に従属するなどという思いあがりを捨て、自然をとうとび、自

然の調和をそこなうことなく、節度ある利用につとめ、自然環境の保全に国民の総力を結集すべきである。
よってわれわれは、ここに自然保護憲章を定める。

自然をとうとび、自然を愛し、自然に親しもう。
自然に学び、自然の調和をそこなわないようにしよう。
美しい自然、大切な自然を永く子孫に伝えよう。

一 自然を大切にし、自然環境を保全することは、国、地方公共団体、法人、個人を問わず、最も重要なつとめである。
二 すぐれた自然景観や学術的価値の高い自然は、全人類のため、適切な管理のもとに保護されるべきである。
三 開発は総合的な配慮の元で慎重に進められなければならない。それはいかなる理由による場合でも、自然環境の保全に優先する

ものではない。
四 自然保護についての教育は、幼い頃からはじめ、家庭、学校、社会それぞれにおいて、自然についての認識と、愛情の育成につ

とめ、自然保護の精神が身についた習性となるまで、徹底をはかるべきである。
五 自然を損傷したり、破壊した場合は、すべてすみやかに復元につとめるべきである。
六 身近なところから環境の浄化や緑の造成につとめ、国土全域にわたって美しく明るい生活環境を創造すべきである。
七 各種の廃棄物の排出や薬物の使用などによって、自然を汚染し、破壊することはゆるされないことである。
八 野外にごみを捨てたり、自然物を傷つけたり、騒音を出したりすることは、厳に慎むべきである。

（昭和４９年６月５日 自然保護憲章制定国民会議）

※下線は磯野が加えた。



２．「山のトイレ事情」について

「高千穂峰の携帯トイレ回収ボックス」（高千穂河原） 撮影：酒井正志氏



２．山のトイレ事情について

（１）山のトイレ・環境を考える福岡協議会

山のトイレ・環境を考える福岡協議会は、今年７月

７日に第10回の総会を行い、11年目に入りました。

現在の活動は、次のとおりです。

①久住分かれのトイレ視察（調査）

②山でのトイレマナー及び登山マナーの啓発

③清掃ハイク活動

④「山のトイレ協議会通信」の発行

⑤山の日制定記念行事

⑥その他（映画上映、記事掲載「のぼろ」など）

※現在会員募集中

掲載：季刊「のぼろ」10月号P86-87



山のトイレ・環境を考える福岡協議会



山のトイレ・環境を考える福岡協議会



２．山のトイレ事情について

（２）「福岡の３山」での取り組み

・英彦山は、「修験道」の山で、春は西の「宝満山」、秋は「福智山」に峰入り

・「修験道」とは･･･「修」とは努力・精進のこと、「験」とは祈祷の験（しるし）＝生きながら仏となっ

て人々を救うこと、「道」とはそれを実践する最高の方法であること。

・「峰入り」とは･･･宿（坊）に泊まりながら、所定の行を修め、山岳を抖藪（とそう）すること。

「ちょっと寄り道」
英彦山について（英彦山の聖地構成）

聖域名称 性格 宗教施設 禁忌

木の鳥居の上 常寂光土（仏界） 最高聖域 上宮 唾・大小便の禁

石の鳥居の上 実報厳土（菩薩
界）

修行聖域 下宮・中宮・窟 牛馬、死穢の禁

銅の鳥居の上 方便浄土（声聞・
縁覚界）

祈祷と生活の場 講堂・坊 産穢・出血の禁

銅の鳥居の下 凡聖同居土 俗と聖の同居の場

九州産業大学：須永 敬 教授



①英彦山

・英彦山山頂付近には、垂れ流しのトイレがあった。

・大分県側からの苦情、さらにトイレ建物の老朽化で危険な状態に

・福岡県は英彦山上部にトイレは必要、トイレ建設資金予算を確保

・添田町に意見調整を依頼、難行挫折・・・

出典：太田 勝氏
（英彦山の環境、トイレを考える協議会）

「英彦山（福岡）上部にバイオトイレ建
設に向けたその後の活動状況」





英彦山のバイオトイレ
2014年5月25日英彦山(1200m)に待望のバイオトイレが完成



英彦山の「山のトイレ」
・使用後、ティッシュペーパーは使用しない、使うのは備え付けのトイレットペーパーのみ。水も流さない。
・バイオトイレを使用する時は、使用上の注意点をよく読んで、使うこと。



②福智山

・2005年01月福智山避難小屋「荒宿荘」にてトイレ建設が決定。

・09月本年度工事目標の資材荷揚げ。（セメント525kg)

・11月建屋分基礎工事終了

・バイオトイレ本体部分205kgを北九州消防ヘリにて搬人。天候不順が

続き、3度目に搬入成功。

・05月基礎工事部分の再度の手直し及びセメント(150kg)荷揚げ。

出典：加藤博史氏
(英彦山の環境を考える会事務局長・筑豊山
の会会長)



• 07月木材等資材の荷上げ。

• 09月建屋完成バイオトイレ設置。

• 11月バイオトイレ 「山ぼうし」完成

• 12月バイオトイレメ ー カー 「サンバイオ」納入代金支払い直後倒産 ・失
踪。メー カー との連絡が取れない

• ため、太田前会長はじめOB達の手探りでのメンテナンスが始まるが、臭
いがひどく苦慮する。

• 2007年03月 バイオトイレメ ー カー 「アイテックシステム」のバイオチップ
を採用 し トイレ臭解消。

• 以降 トイレ清掃協力団体以外にも、清掃に参加 していただ く団体や個
人が 5 団体程増えており、トイレをきれいに保つ機運が徐々に広まって
います。

• 会員以外の個人が自主的に清掃に参加 していただいています。

• トイレ使用上の注意事項を無視し、食事の食べ残しやタオル等の異物を
トイレ便槽内に捨てる等、心無い利用者が存在する事例も多々あります。

• 昨年5月の連休中に、大人用の紙おむつがビニ ー ル袋に入れて放置さ
れていました。





③宝満山

・大便を山中に埋めていることに、後ろめたさを感じながら40年間

・平成19年6月に「山のトイレを考えるフォーラムin福岡2007」が開催

・西鉄創立100周年の記念行事の一環として、全額出資のバイオトイレ

建設を承認

・バイオトイレ建設は、平成20年6月10日より、西鉄山友会会員等が協

力し、平成20年8月3日に完成しました。8月5日より使用を開始

出典：伊藤博紀氏
(西鉄山友会会長)

「福岡県･宝満山キャンプセン
ターバイオトイレの現況」



(3)久住別れのトイレについて



(3)久住別れのトイレについて



(3)久住別れのトイレについて



（３）久住分かれのトイレについて

現状：100円を入り口で投函して利用。冬季は、水を送るパイプが凍るので、

  利用できない。このため、トイレ周辺が汚れている。

冬季は、この看板のとおり作動しないので、閉鎖されている。



(3)久住別れのトイレについて



３．山のトイレ事情について

（４）「高千穂の峰」での取り組み

・高千穂峰の山頂に携帯トイレを使うためのブースが、平成25年（2013年）に設置されました。

・平成25年度に環境省九州地方環境事務所により設置され、平成26年４月１日より利用できるようになっています。

・携帯トイレは文字通りポータブルのトイレセットで、山に残さずに使用後は自分で持ち帰るものです。

・１セット400円～500円（各種あり）で、アウトドアショップや高千穂河原ビジターセンター、えびのエコミュージアムセンター

などで購入して頂けます。

・使用後の携帯トイレは高千穂河原など登山口の屋外トイレ前にある回収ボックスにお入れください。

・ご家庭では燃えるゴミとして処分できます。

・以前、高千穂峰の山頂にありましたトイレは撤去されています。



３．山のトイレ事情について

（４）「高千穂の峰」での取り組み



参照：北海道の取り組み
「山のトイレを考える会」のホームページから

携帯トイレとは



参照：北海道の取り組み
「山のトイレを考える会」のホームページから



参照：北海道の取り組み
「山のトイレを考える会」のホームページから



４．北海道の取り組み
「山のトイレを考える会」

ホームページから（１）

スマホでも見る
ことができる。北海道の山岳に

行かれる場合は、
ぜひ参考に。







北海道の取り組み
「山のトイレを考える会」の取り組み

ここの説明を、
紹介します。

福岡の３山の取
り組も紹介され
ています。





北海道の取り組み
「山のトイレを考える会」の取り組み

様々な団体が
協力



山のトイレを考える会」の取り組み





北海道の取り組
「山のトイレを考える会」の取り組み



５．まとめとお知らせ
「山のトイレ・環境を考える福岡協議会」について

・我々が、何気なく使用している「山のトイレ」であるが、これまでにご紹介した団体や
メンバーの一人ひとりが、長い時間をかけて学び、自然を守るという行動があっ
て現在の姿がある。

・今後の課題

①「バイオトイレ」の機能や大勢の利用に対する脆弱性

・冬季の凍結や同時・多人数の利用に弱い

②メンテナンスに関わる人々の高齢化

・無給の社会奉仕活動を担う人々の減少（在って当たり前）

③「バイオトイレ」に代わる、次のシステム（方法）の構築・模索

・登山人口の増加、メンテナンスを担う人々の高齢化等の問題点の克服・改善

・北海道や高千穂峰での取り組み

・久住山系での取り組み

④皆様の協力が必要です。





立花山
新宮側の登山口には、
トイレが設けられてい
ます。

駐車場と併せて、ご
利用ください。

公開講座「立花山の自然」 
講師：福田 勉さん・湖尻 浩子さん 

主催：立花山グリーンガイドの会 
 

 

                      撮影：「白岳のカノコソウ」井上 晃 氏 

公開講座のお知らせ 

立花山グリーンガイドの会の公開講座を、下記の要領で行います。皆様のご参加をお待ちし

ております。この講座は、３回に分かれており、会長の福田勉さん・前事務局長の湖尻浩子さ

んをお招きしてご講演いただきます。皆様の参加をお待ちしています。 

記 

１．日時等： 

7月 28日 

【日曜日】 

10：00下原公民館 

座学 

散策 

（公民館周辺） 

「公開講座 立花山の自然（１）」 

－立花山の四季 パンフレットを中心に－ 

・「Nature  立花山・三日月山の自然」を配付します。 

9月 8日 

【日曜日】 

10：00堰堤下集合 

登山 

（立花山） 

「公開講座 立花山の自然（２）」 

－登ってみよう立花山― 

・パンフレットを持参し、観察します。 

11月 10日 

【日曜日】 

10：00下原公民館 

座学 

「公開講座 立花山の自然（３）」 

－立花山の自然（まとめ）－ 

・パンフレットを中心に、解らなかった動植物を知る。 

２．場 所：福岡市 香椎下原公民館 （福岡市東区下原１丁目４－２  TEL 092-682-6334） 

３．参加費：基本無料（資料代等 100 円のことも）  

４．定 員：各講座 30 名程度 

５．お問合せ先：立花山グリーンガイドの会（磯野：090-4989-5961）宛、携帯電話又はスマートフォ 

ンのショートメールにてお問い合わせください。（ 氏名、出席希望、問い合わせ内容 

等を明記のこと） 

以上 



ご清聴ありがとうございました。
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